
岐阜県立大垣東高等学校三稜会奨学金規定 

 【名称】 

 大垣東高等学校三稜会奨学金（以下「奨学金」） 

【目的】 

 第１条 

  この奨学金は、岐阜県立大垣東高等学校（以下「本校」）在校生（以下「生徒」）および卒業生を対象に、将来の有為な人材に対

する奨学を目的とする。 

【奨学生の資格】 

 第２条 

  奨学金を支給するのは、前条の対象者のうち、明確な志と本校に対する誇りを持ち、学業優秀あるいは文化、芸術、運動等 

に秀で、奨学金を受けるに相当と認められる者とする。 

【奨学生の決定】 

 第３条 

  奨学生の決定は、本校学校長の推薦に基づき、三稜会役員会の審議を経て、三稜会会長（以下「会長」）が決定する。 

【奨学基金】 

 第４条 

  本奨学金制度は、本校創立３０周年記念事業における寄付金等をもって奨学基金を構成する。 

【奨学金の限度額】 

 第５条 

  この奨学金は、毎年三稜会が奨学基金を運用して得た利金の範囲内で給付する。 

【奨学生の対象】 

 第６条 

  奨学生の人数及び団体数は第５条に基づき、適正な数とする。 

１  個人の場合は、原則３年生、及び卒業生とする。 

２  団体競技に関しては、チームを一つの組織として考え、チームに給付する。突出した生徒がいれば別途協議する。 

【奨学金の停止】 

 第７条 

 １ 奨学生が次のいずれか１項に該当するに至った場合は、会長は三稜会役員会の審議を経て直ちに奨学金の支給を打ち切る 

  ことができる。 

   （１）修業の見込みがなくなったとき 

（２）学業成績または性行が不良となったとき 

（３）奨学金を必要としなくなったとき 

（４）奨学金の使用目的が適当でないとき 

（５）退学、休学または転校したとき 

（６）在学校で処分を受けたとき 

 ２ 本条により奨学金の支給を打ち切られた場合、すでに受給した奨学金は三稜会に返済しなければならない。 

【奨学金の返済】 

 第８条 

  奨学生は、第７条の規定に定める場合を除き、受領した奨学金を返済しなくてよい。 

【本規定の改正】 

 第９条 

  本規定は、三稜会役員会の決議により改正することができる。 

【制度の施行】 

 第１０条 

  本奨学金制度は、平成１６年４月１日より施行する。 

   平成１７年１１月１４日改正 

   平成２９年１１月１３日改正 

   平成３０年１１月 １日改正 

   令和元年１１月１１日改正 


